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2025 年 2 月 28 日 

 

 

 

 

 
“がん保険の枠を超え、一人ひとりに最適な安心を” 

＜あなたによりそうがん保険 ミライト＞の発売等について 
 

 

アフラック生命保険株式会社（代表取締役社長：古出 眞敏）は、がん保険の枠を超え、

一人ひとりに最適な安心をお届けする新商品＜あなたによりそうがん保険 ミライト＞を 3

月 17 日に発売します。 

 

当社は 1974 年に日本で初めてがん保険を提供する保険会社として創業して以来、「がん

に苦しむ人々を経済的な苦難から救いたい」という想いのもと、時代の変化に合わせてがん

保険を進化させてきました。 

今回、新たに発売する＜あなたによりそうがん保険 ミライト＞（以下「ミライト」）は、

治療中だけではなく、治療前から治療後の生活にいたるまで、幅広く保障を強化しました。

加えて、「アフラックのよりそうがん相談サポート」を通して、時間と共に変化していくが

んに関する不安や悩みを支援することで、従来のがん保険の枠を超えて一人ひとりに最適

な安心をお届けしていきます。 

また、保障設計の柔軟性の強化や子ども向けプラン「ミライトキッズ」の新設など、一人

ひとりに合わせたニーズにお応えすることで、より多くのお客様に保障を提供します。 

 

さらに、当社の子会社であるアフラック少額短期保険株式会社（代表取締役社長：西村 健

治、以下「アフラック少短」）では、がんを経験された方向けに引受範囲を拡大した＜アフ

ラック少短のがん経験者をささえるがん保険＞および＜アフラック少短のがん経験者をさ

さえる医療保険＞を販売しています。これらの商品について、当社の一部販売代理店におい

ても 3 月 17 日から取り扱いを開始することになりました。今後、ミライトに加入できない

がん経験者の方々にも、保険加入の検討機会を提供します。 

 

当社はこれからも、独自の資源と専門性を活かして社会的課題を解決し、社会と共有でき

る新たな価値を創造することでステークホルダーの皆様からの負託と信頼に応えていきま

す。 
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1. 治療のことから生活のことまで、保障と相談サポートで、がんと向き合う毎日によりそう 

（1） あらゆる局面でお役に立つ保障 
 治療前・治療中の保障を大幅に強化し、さらに治療終了後のさまざまな費

用に備える保障を新設します 

（2） 治療前から治療後までをサポートするサービス 

 利用者から高い評価を得ているサービス「アフラックのよりそうがん相談

サポート*」を提供します 

 

2. 誰ひとり取り残さないがん保険を目指して、一人ひとりに最適な備えをご提案する 

（1） 保障設計の柔軟性 

 がんに対する保障を手厚く備えたい方や、一部の保障を部分的に追加した

い方など一人ひとりのニーズに応えます 

（2） 子ども向けプラン「ミライトキッズ」の新設 

 低廉な保険料（月々310 円～）でご加入でき、がんに罹患した場合でも保

険期間満了時に保険期間終身のがん保険に更新いただくことで、一生涯の

保障を提供します 

（3） 「解約払戻金有型」の新設 

 従来と比べて解約時の払戻金の割合を高めた「解約払戻金有型」を新設します 

（4） 特定疾病不担保の拡大による加入機会の創出 

 がん検診で指摘を受けている場合など、健康状態に不安を抱えている方のため

に、特定疾病不担保の適用範囲の拡大等によるがん保険加入機会を創出し、が

んに備えたいニーズに応えます 
 
＊ 「アフラックのよりそうがん相談サポート」は、当社の全てのがん保険の被保険者自身のがんに関し

て、被保険者とそのご家族が利用できるサービスです。なお、サービスの提供は当社の関連会社であ

る Hatch Healthcare 株式会社が担っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜あなたによりそうがん保険 ミライト＞の特長 
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Ⅰ. ＜あなたによりそうがん保険 ミライト＞の特長に関する詳細 
 

1. 治療のことから生活のことまで、保障と相談サポートで、がんと向き合う毎日によりそう 

 

（1） あらゆる局面でお役立ていただける保障 

治療前・治療中の保障として治療給付金（主契約）やがん通院特約などの保障を

大幅に強化し、さらに治療後の生活を支える治療後生活サポート保障特約を新設し

ました。 

 

① 治療給付金（主契約） 

高額療養費制度の自己負担額を踏まえ、治療給付金額は 5 万円～30 万円で設定で

きます。また、支払対象に「入院」を加え、さらに、再発を繰り返して支払限度に到

達するケースに備え、抗がん剤治療・ホルモン療法、緩和療養の支払限度を拡大しま

す。 

給付金名称 支払事由 支払限度 給付金額 

治療給付金 

がん・上皮内新生物の治

療を目的として①～⑤の

いずれかに該当したとき 
① 入院をしたとき 
② 所定の手術を受けた

とき 
③ 所定の放射線治療

（電磁波温熱療法を

含む）を受けたとき 
④ 所定の抗がん剤治

療・ホルモン療法を

受けたとき 
⑤ 所定の緩和療養を受

けたとき 

支払事由に該当する月

につき 1 回 
①②③の場合：無制限 
④⑤のみ該当する場

合：すべての保険期間

を通じて 120 回*1 

5 万円～30 万円*2 

＊1 同月に入院・手術・放射線治療をした場合は、支払限度の通算回数には含めません。ホルモン療

法のみを受けた月は 0.5 回分として計算します。 

＊2 ホルモン療法のみを受けた月は半額となります。  

 

② 診断給付金（主契約） 

上皮内新生物の給付割合を、がんの診断給付金額の「10％」または「100％*」の

いずれかから選択可能とします。 

給付金名称 支払事由 支払限度 

診断給付金 
がん または 上皮内新生物と 

診断確定されたとき 

がん・上皮内新生物それぞれ 

保険期間を通じて１回 
＊ 経験者保険料率の場合、上皮内新生物給付割合 100％は選択できません。また、支払事由が異なります。 

別紙 
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③ 診断給付金複数回支払特約 

上皮内新生物の給付割合を、がんの特約給付金額の「10％」または「100％*1」の

いずれかから選択可能とします。また、抗がん剤治療の経口投与や緩和療養を支払対

象に加えます。支払限度は「1 年に 1 回」も選択可能とします。 

給付金名称 支払事由 支払限度 

複数回 
診断給付金 

【初回】 
初めてがん または 上皮内新生物と

診断確定された月の初日から所定の

期間を＊2を経過した日の翌日以後

に、①および②に該当したとき 
① がん または 上皮内新生物と診断

確定＊3されていること 
② がん または 上皮内新生物の治療

を目的として、（a）から（e）
のいずれかに該当したとき 

（a） 入院をしたとき 
（b） 所定の手術を受けたとき 
（c） 所定の放射線治療（電磁波 

温熱療法を含む）を受けた

とき 
（d） 所定の抗がん剤治療を受け

たとき 
（e） 所定の緩和療養を受けたとき 

【2 回目以降】 
前回の複数回診断給付金の支払事由

に該当した月の初日から所定の期間
＊2を経過した日の翌日以後に、上記

の①および②に該当したとき 

がん・上皮内新生物それぞれ

所定の期間＊2に 1 回 
 

通算支払回数は無制限 

＊1 経験者保険料率の場合、上皮内新生物給付割合 100％は選択できません。また、支払事由が異なります。 
＊2 「1 年型」の場合は 1 年、「2 年型」の場合は 2 年とします。  
＊3 支払事由に該当する日において、「がん」または「上皮内新生物」の存在が確認されていることを

要します。 
 

④ がん診断保険料払込免除特約 

「がんの診断確定」という分かりやすい免除事由に改定します。さらに、「上皮内

新生物の診断確定」でも保険料の払込みを免除する保障も選択可能とします。 

保障内容 免除事由 

保険料払込免除 

がんと診断確定されたとき 

上皮内新生物保障特則を付加した場合 

がん または 上皮内新生物と診断確定されたとき 
＊ 経験者保険料率の場合、免除事由が異なります。また、上皮内新生物保障特則は付加できません。 
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⑤ がん通院特約 

診断前における検査目的での通院や、がん治療終了後の後遺症や経過観察のための

通院の長期化などを踏まえ、通院期間を拡大するとともに、対象とする通院について 

も見直します。 

給付金名称 支払事由 支払限度 

通院給付金 

がん・上皮内新生物の治療を目的とする①②の

いずれかの通院をしたとき（往診、訪問診療、

電話・オンライン診療を含む） 
① （a）から（e）のいずれかを受けるための

通院 
（a） 手術 
（b） 放射線治療（電磁波温熱療法を含む） 
（c） 抗がん剤治療 
（d） ホルモン療法 
（e） 緩和療養 

②  通院期間中の通院 

① 無制限 

② 通院期間内で無制限 

※通算支払日数は無制限 

＊ 経験者保険料率の場合、支払事由（通院期間を含む）が異なります。 
 

 

⑥ 治療後生活サポート保障特約 

がん治療終了後のさまざまな費用に備えるため、がん治療終了後１年経過するごと

に給付金として 5 万円～30 万円*をお支払いする特約を新設します。 

給付金名称 支払事由 支払限度 

治療後生活 
サポート 
給付金 

がんの治療を目的として初めて主契約の治療給

付金の支払事由に該当した後、支払判定期間中

に、がんの治療を目的として主契約の治療給付

金が支払われなかったとき 

通算 5 回  

＊ 主契約の治療給付金額を上回ることはできません。 

 

 

（2） 治療前から治療後までをサポートするサービス 

2023 年 1 月から提供を開始したサービス「アフラックのよりそうがん相談サポー

ト」を引き続き提供します。本サービスは、がんかもしれないと思ったときから、が

んの治療・療養中、治療後の日常生活への復帰まで、あらゆる場面でがんに関するさ

まざまな悩みや不安などを、電話やチャットで専門の相談員（よりそうがん相談サポ

ーター）に無料で相談できるサービスです。サービス開始以来、2024 年 8 月までに

延べ 1 万件以上の相談実績があり、ご利用いただいた 9 割以上の方にご満足いただい

ています。 
※ サービスの詳細は、オフィシャルホームページをご確認ください。  

 https://www.aflac.co.jp/keiyaku/gansoudansupport.html 
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2. 誰ひとり取り残さないがん保険を目指して、一人ひとりに最適な備えをご提案する 

 

（1） 保障設計の柔軟性 
治療給付金（主契約）に 3 つの型を設けます。これにより複数の選択肢の中か

ら、お客様のニーズに合わせた主契約・特約の組み合わせをご選択いただけます。

＊1 治療給付金に関する入院不担保特則を付加した場合 
＊2 治療給付金に関する入院・手術・放射線治療不担保特則を付加した場合 
＊3 ホルモン療法のみを受けた月は半額 
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（2） 子ども向けプラン「ミライトキッズ」の新設 

充実した保障内容と加入しやすい低廉な保険料（月々310 円～）を両立した子ども

向けプラン「ミライトキッズ」を新設します。ミライトキッズでは、がんに罹患した

場合でも、保険期間満了時に保険期間終身のがん保険に更新することができ、一生涯

の保障を備えていただくことが可能です。 
  標準タイプ 上皮内新生物に手厚いタイプ 

  

がん先進医療・ 

患者申出療養特約 

なし 

がん先進医療・ 

患者申出療養特約 

あり 

がん先進医療・ 

患者申出療養特約 

なし 

がん先進医療・ 

患者申出療養特約 

あり 
保険料 

（男女/全年齢共通） 
310 円 406 円 500 円 599 円 

主契約 
治療給付金 10 万円／月

*1 
診断給付金 

がん      100 万円 

上皮内新生物  10 万円 
がん      100 万円 

上皮内新生物  100 万円 
診断給付金 

複数回支払特約*2 
がん      100 万円 

上皮内新生物  10 万円 
がん      100 万円 

上皮内新生物  100 万円 

がん診断保険料 

払込免除特約 

がんと 

診断確定されたときの 

保険料払込免除 

がん・上皮内新生物と 

診断確定されたときの 

保険料払込免除 
がん入院特約 1 万円／日 
がん通院特約 1 万円／日 

がん先進医療・ 

患者申出療養特約 
保障なし 

がん先進医療・患

者申出療養給付金

自己負担額と同額 

（通算 2,000 万円

まで） 
保障なし 

がん先進医療・患

者申出療養給付金

自己負担額と同額 

（通算 2,000 万円

まで） 
がん先進医療・患

者申出一時金 

15 万円 

がん先進医療・患

者申出一時金 

15 万円 
※  個別・月払の場合の保険料です。 
※  ミライトキッズの主契約・特約の保険期間は、23 歳満期となります。 
※  ミライトキッズは、契約者が当社の「がん保険（一部除く）」を継続している場合、または「あなたによりそう

がん保険 ミライト（あなたによりそうがん保険 ミライトキッズを除く）」を同一契約者で同時にご契約する場

合にお申込みいただけます。 
＊1 ホルモン療法のみ実施する場合は 5 万円となります。 
＊2 支払間隔は 1 年に 1 回となります。 
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（3） 「解約払戻金有型」の新設 

 従来と比べて解約時の払戻金の割合を高めた「解約払戻金有型」を新設することに

より、将来の保障見直しを見据えたお客様にご活用いただけます。 

 

（4） 特定疾病不担保の拡大による加入機会の創出 

がん検診で指摘を受けている場合など、健康状態に不安を抱えている方のために、特

定疾病不担保の適用範囲を拡大するとともに一部条件を緩和することで、がん保険加

入機会を創出し、がんに備えたいニーズに応えます。 

 

① 特定疾病不担保の適用範囲 

特定疾病不担保の適用部位に、新たに「乳房」「胃」「大腸」「肺」「肝臓」を追

加し、これまで特別保険料率でお引受けしていた「肺」および「肝臓」の慢性疾

患についても特定疾病不担保の対象とします。 

 

 対象となる疾病 

 甲状腺の悪性新生物・上皮内新生物 

 前立腺の悪性新生物・上皮内新生物 

 子宮頸部の悪性新生物・上皮内新生物（異形成を含む） 

 乳房の悪性新生物・上皮内新生物（異形成を含む） 

 胃の悪性新生物・上皮内新生物（異形成を含む） 

 大腸の悪性新生物・上皮内新生物（異形成を含む） 

 肺の悪性新生物・上皮内新生物（異形成を含む） 

 肝臓の悪性新生物・上皮内新生物 

 

② 特定疾病不担保の期間 

特定疾病不担保の不担保期間は終身となりますが、がん検診の対象となる 5

部位（子宮頸部・乳房・胃・大腸・肺*）については、責任開始後 5 年間、当

該部位のがんと診断確定されなかった場合、その後は不担保とせずに保障の

対象となります。 
＊ 告知内容によっては、すべての保険期間にわたって保障の対象外となる場合があります。 
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Ⅱ. 販売プラン・保険料例 
治療中の保障だけではなく、治療前から治療後の生活まで手厚く備えたい方向けの「総

合保障プラン」、治療中の保障を重点的に備えたい方向けの「治療重点プラン」、すでに医

療保険に加入している方向けの「上乗せプラン*」の 3 つのプランをご用意します。 

＊医療保険に加入されていないお客様もご加入いただけます。 

 

 

商品内容 

＊1 上皮内新生物給付割合 10％の場合の金額です。ご希望により、上皮内新生物給付割合 100％を選択するこ

とができます。 
＊2 「2 年型」も選択可能です。 
＊3 上皮内新生物は、保障の対象外です。 

 

 

 

 

 

 

   総合保障プラン 治療重点プラン 上乗せプラン 

治
療
前 

がん検診 
要精検後 

精密検査 

給付金 

検診ごとに 1 年に 1 回 
2 万円*1 

― ― 

診断 診断給付金 
一時金として         がん 100 万円 上皮内新生物  10 万円*1 

または がん 050 万円 上皮内新生物  05 万円 

治
療
中 

再発 
複数回 

診断給付金 

（1 年型）*2 

1 回につき             がん 100 万円 上皮内新生物  10 万円*1 

または  がん 050 万円 上皮内新生物  15 万円 

治療 

治療給付金 

59 歳以下におすすめ 

該当した月ごと  10 万円   ホルモン療法のみの場合  5 万円 

  

60 歳以上におすすめ 

該当した月ごと  6 万円   ホルモン療法のみの場合  3 万円 

 
*「上乗せプラン」には入院・手術・放射線治療の保障はありません  

入院給付金 1 日につき 5,000 円 ― 

通院給付金 1 日につき 5,000 円 ― 

治
療
後 

日常生活

への復帰 

治療後生活 

サポート 

給付金*3 

治療給付金額10万円の場合 
支払判定期間ごとに 1 回 

10 万円 
治療給付金額6万円の場合 
支払判定期間ごとに 1 回 

6 万円 

― ― 
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保険料水準 

性別 
契約日の 
満年齢 

総合保障プラン 治療重点プラン 上乗せプラン 

保険料払込免除 保険料払込免除 保険料払込免除 

なし あり なし あり なし あり 

男性 

20 歳 3,172 円 3,404 円 2,860 円 3,080 円 2,190 円 2,440 円 

30 歳 4,463 円 4,925 円 3,985 円 4,420 円 3,070 円 3,510 円 

40 歳 6,464 円 7,298 円 5,705 円 6,490 円 4,390 円 5,160 円 

50 歳 9,481 円 11,331 円 8,375 円 10,105 円 6,470 円 8,020 円 
60 歳 12,114 円 15,349 円 10,951 円 13,961 円 8,408 円 10,924 円 

70 歳 16,504 円 21,145 円 15,120 円 19,415 円 11,458 円 15,048 円 

女性 

20 歳 3,606 円 3,912 円 3,050 円 3,350 円 2,460 円 2,740 円 

30 歳 4,873 円 5,457 円 4,130 円 4,675 円 3,330 円 3,810 円 

40 歳 6,397 円 7,395 円 5,375 円 6,280 円 4,310 円 5,110 円 

50 歳 7,524 円 8,798 円 6,450 円 7,600 円 5,150 円 6,160 円 

60 歳 7,561 円 8,921 円 6,640 円 7,859 円 5,214 円 6,286 円 

70 歳 8,806 円 10,248 円 7,772 円 9,066 円 6,028 円 7,222 円 
※ 保険料は、個別月払、終身払、標準体保険料率、解約払戻金無型、診断給付金額 100 万円、診断給

付金複数回支払特約（1 年型）100 万円、保険料払込免除ありの場合はがん診断保険料払込免除特約

（上皮内新生物保障特則なし）で計算 
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Ⅲ. 当社販売代理店においてアフラック少短の一部商品の取り扱いを開始 
当社の子会社であるアフラック少短が、2024 年 10 月 28 日に発売した＜アフラック少

短のがん経験者をささえるがん保険＞および＜アフラック少短のがん経験者をささえる

医療保険＞（以下、「本商品」）について、3 月 17 日よりアフラック少短の商品を取り扱

う当社の販売代理店でも取り扱いを開始します。 

 

   

 

本商品には、これまで当社の商品にご加入いただけなかった小児がん経験者も含む満 20

歳未満でがんを経験された方（満 6 歳以上）でも、がんの種類を問わず最終治療から 5 年

以上経過していればご加入いただけます*1。また、がんを経験されたことがある満 20 歳

以上の方は、最終治療から 3 年以上経過していればご加入いただけるよう、当社の商品よ

りもお引受けの基準を緩和しています*1。当社の販売代理店でも本商品の取り扱いを開始

することにより、いままで以上に多くのがん経験者に、保険加入の検討機会を提供できる

ようになります。 

 

＊1 主な引受基準であり、健康状態などによってはご契約をお引受けできない場合があります。 

※ アフラック少短の商品の詳細は、オフィシャルホームページをご覧ください。 

＜アフラック少短のがん経験者をささえるがん保険＞ ： https://www.aflac-asi.co.jp/products/acg-gan/ 
＜アフラック少短のがん経験者をささえる医療保険＞ ： https://www.aflac-asi.co.jp/products/acg-iryo/ 

 

 

 

＜ご注意＞ 

商品の詳細については、パンフレットと合わせて「お申込みいただく前に（契約概要・注

意喚起情報・その他重要事項）」や「ご契約のしおり・約款」等を必ずご確認ください(ミ

ライトについては 2025 年 3 月 17 日（月）以降参照可能)。サービスの詳細については

当社およびアフラック少短オフィシャルホームぺ―ジをご確認ください。なお、本商品

の発売に伴い、2025 年 3 月 17 日（月）以降、現在取り扱っている＜生きるためのがん

保険 Days1＞、＜「生きる」を創るがん保険 WINGS＞および＜生きるためのがん保険

Days1 プラス＞は販売停止となります。 
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